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資料２－１ 



１ 評価方法等について                       
評価方法等の基本的な事項は、「評価に関する基本方針」及び「評価実施要領」による。 

なお、評価を行うにあたっての具体的な方法は、次のとおり。 
 

（１）県立病院機構からの実績報告及び意見交換（第１回評価委員会） 
県立病院機構の業務実績等報告、自己評価及び病院等の取組の聴取、病院機構と意見交換を行う。 

 
（２）県が作成する評価（事務局案）への意見（第２回評価委員会） 

県が作成する評価結果（事務局案）に対し、評価委員から意見を頂戴する。 
 
（３）議会への報告（第２回評価委員会終了後） 

第２回評価委員会で頂戴した意見を評価結果（案）へ反映し、委員へ表現の確認を依頼する。 

表現に対する意見を踏まえ、県は評価結果を決定し、県議会９月議会定例会で報告する。 
 

２ 項目別評価及び総合評価の方法、評定区分             
（１） 小項目別の評価、大項目別の評価及び総合評価において、年度計画の達成状況について評定

を付すこととする。なお、大項目別の評価及び総合評価においては、中期計画の進捗状況について、

記述式による評価を行うこととする。 
 
（２）第３期中期目標期間の評定区分と業務実績の関係 

評定区分 判断の目安となる業務実績 定量的目標における目安 

Ｓ 中期目標・中期計画を大幅に上回って達成
している 

年度計画値の120％以上 

Ａ 中期目標・中期計画を達成している 年度計画値の100％以上120％未満 

Ｂ 中期目標・中期計画を概ね達成している 年度計画値の80％以上100％未満 

Ｃ 中期目標・中期計画を下回っており、改善
を要する 

年度計画値の60％以上80％未満 

Ｄ 中期目標・中期計画を大幅に下回ってお
り、抜本的な改善を要する 

年度計画値の60％未満 
  

（３）参考 令和２年度の評定区分と業務実績の関係 

評定区分 判断の目安となる業務実績 定量的目標における目安 

Ｓ 年度計画を大幅に上回って達成している 年度計画値の120％以上 

Ａ 年度計画を達成している 年度計画値の100％以上120％未満 

Ｂ 年度計画を概ね達成している 年度計画値の80％以上100％未満 

Ｃ 年度計画を下回っており、改善を要する 年度計画値の80％未満 

（４） 次の場合で、機構から報告書等において十分な説明があった場合、評定において考慮する。 

○ 予想し難い外部要因により業務が実施できなかった場合 

○ 外部要因に対して機構が自主的な努力を行った場合 

○ 先駆的な取り組みや創意工夫を行った場合 
 

３ 第３期中期目標期間の業務実績に係る評価の視点について                   
 
第３期中期目標期間（令和２年度～令和６年度）において、中期計画に沿った病院運営が確実

に行われ、また、県民に提供するサービスその他の業務の質の向上、業務運営の改善及び効率化

並びに財務内容の改善が図られているかどうかを検証し、第３期中期目標の達成状況について、

評価を行う。   


